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2026年度 事業計画 

 

2025年度は、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）の影響により

生じた健診受診控えの意識に一定の改善が見られたものの、巡回健診等を中心に受診

者数は全体的に減少傾向にある。一方で、協会けんぽにおける人間ドック補助の拡充

等を背景に、施設健診については受診者数の増加が見込まれる状況となっている。こ

うした中で、効率的な事業運営を行いながら、質の高いサービスの提供に努めてき

た。 

2026年度は、受診者数が全体として減少するという構造的課題を認識したうえで、

協会けんぽ人間ドック補助の増加による施設健診の受診拡大を確実に取り込むととも

に、産業保健サービスを充実して健診後のフォロー体制強化と事業領域の拡大を図る

など付加価値を高めていく。また、近年の経済情勢の影響による人件費、資材等のコ

スト上昇を踏まえた料金改定を行って収益の回復を図り、事業の持続性を高める。 

国および県の保健医療施策の動向を注視し、市町村や事業所への情報提供を一層充

実して、利便性の向上と受診機会の拡大につなげる。特に、施設健診の受診促進に向

けて、WEB予約機能の充実を図り、受診者が時間や場所にとらわれず円滑に予約でき

る環境を整備する。あわせて、受診者に対し巡回健診と施設健診それぞれの特性を踏

まえた提案を行い、受診者ニーズに応じた選択肢を提供する。 

健診および保健指導において、データを活用した事業運営を推進する。現場情報収

集システムを活用して検査データ授受の正確性を高めるほか、WEB予約により蓄積さ

れたデータを活用し、受診動向の分析や効果的な受診勧奨につなげる。 

また、保健指導の実施率の維持・向上を図るため、第４期特定健康診査に沿った対

応を継続し、健診当日の初回面接やWEBを活用した保健指導等を組み合わせ、継続支

援を行う。 

がん検診については、各種検診の受診率低下を防ぐとともに、センターにおける検

査体制や精密検査への円滑な導線を活かし、早期発見・早期治療につながる取り組み

を継続する。 

長野健康センター診療所においては、予約制による診療体制のもと、健診受診者の

生活習慣関連疾患のフォローアップに加え、乳がん検診および甲状腺疾患に関する精

密検査・フォローアップを実施し、施設健診とWEB予約機能を連動させた継続的な健

康管理体制を構築する。 
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財務面においては、料金改定および施設健診の受診拡大効果を検証し、各事業の収

支分析を一層進め、健全で安定した経営基盤の確立に努める。また、収益の改善を人

材育成、検査精度の維持・向上、設備更新およびシステム整備等につなげ、サービス

の質の確保と向上を図る。 

信頼される健診機関として、職員一人ひとりの意識改革と顧客ニーズの的確な把握

に基づくサービスの向上を目指すとともに、健康増進に資する調査研究および普及啓

発活動等に取り組む。 

 

Ⅰ 普及啓発事業 

１ イベント・研修会等の開催・参加 

（１）がん患者の支援を目的とした「リレー・フォー・ライフ・ジャパン」の長野県

開催にあたり、公益財団法人日本対がん協会グループ提携団体の立場で支援・協

力する。 

（２）長野県がん対策推進条例にある「がんと向き合う週間」（10月15日～21日）に

おいて長野県が行うイベント等に協力する。 

（３）結核予防週間（９月24日～30日）に合わせて、結核予防婦人会等との共催によ

る「信州婦人健康のつどい（９月25日）」の開催、街頭キャンペーンや検診車へ

の広告掲示等により結核予防の普及啓発活動を実施する。 

（４）公益財団法人日本対がん協会が主催する「がん征圧全国大会（秋田県開

催）」、公益財団法人結核予防会が主催する「結核予防全国大会（埼玉県開

催）」等の全国規模のイベントに参加し、各事業の動向把握と最新情報等の

収集に努める。また、当支部が開催県となる「結核予防会関東甲信越支部ブ

ロック会議」については、十分な準備を行い円滑な開催を実現する。 

（５）健（検）診を実施する市町村・事業所の担当者を対象に、次年度の健（検）診

内容や実施計画の説明等を行うとともに、健（検）診に関する専門医等の講演を

通じて最新情報の周知と健（検）診の重要性等についての意識高揚を図り、受診

拡大と事業の円滑な実施に資するため、健（検）診担当者説明会（10月開催）を

実施する。 

 

２ 広報・啓発活動 

（１）「対がん協会報」(公益財団法人日本対がん協会発行)、「生活習慣病のしお



 - 3 - 

り」（社会保険出版社）、「複十字」(公益財団法人結核予防会発行)、「健康の

輪」(結核予防婦人会発行・年３回)のほかパンフレット等を健（検）診実施主体

に周知するなど、情報提供を通じてがん予防、結核予防等事業の円滑な推進を図

る。 

（２）がん征圧及び結核予防のポスターを作成し、長野県、市町村、長野県医師会等

の協力を得て保健所や市町村役場、医療機関等に掲示し、各種がん予防、結核予

防の意識高揚を図る。 

（３）新聞・放送等のマスメディアを活用し、健（検）診の必要性と受診の呼びかけ

を行うとともに、がん征圧月間、生活習慣病予防週間及び結核予防週間の周知を

図る。 

また、地元報道機関等の健康づくりに向けた取組みに協力し、予防意識の醸成

に努める。 

（４）市町村、事業所等が実施するイベント等に積極的に参画し、がん検診及び

健康診断の重要性と健康づくりに関する正しい知識の普及啓発を行う。 

（５）事業団ホームページを活用し、事業団の取組み、新規事業、健（検）診受

診の重要性等を適宜発信し、県民の健康意識高揚を図る。 

 

３ 関連組織との提携 

結核予防婦人会、保健補導員会、日赤奉仕団、自治会等の組織を通じて地域に

おける、がん・結核等の予防知識の普及を図るとともに、集団検診の受診促進を

図る。また、研修会等の開催及び複十字シール募金運動などの事業を関係団体と

連携して推進する。 

 

４ その他 

（１）がん征圧運動の推進協力者である事業団会員に対して、最新情報を提供し知識

の普及を図り会員事業を推進する。 

（２）がん等生活習慣病、結核の予防対策及び複十字シール募金運動等を通じて功績

のあった個人及び団体について、功労者表彰を行う。 

（３）公益財団法人日本対がん協会が作成したリーフレット等を広く県民に配布 

することで、がん知識の普及・啓発ならびにがん検診の推進を図り、長野県

の「第３期信州保健医療総合計画（令和６年度から11年度の６か年）」の推
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進に協力する。 

（４）長野県が展開している健康づくり県民運動「信州ＡＣＥ（エース）プロジ

ェクト」で進めているAction(体を動かす)、Check(健診を受ける)、Eat(健康

に食べる)について、各種講演会や健康教室を通じて普及に協力する。 

 

Ⅱ 健（検）診・診療等事業 

１ 巡回健（検）診事業 

（１）各種検診車による巡回健（検）診事業を市町村・事業所から受託し、実施す

る。 

2024年度より導入した現場情報収集システムにより、健（検）診現場における

検査データの正確性を高める。 

健（検）診の実施にあたっては、市町村・事業所との連絡を密に行い、実施主

体が抱えている課題等を把握し、受診率の向上を目指した提案を行うとともに、

前年実績等を基に適正な計画人員の把握に努めたうえで日程及び健（検）診スタ

ッフ数を調整して実施効率を高め人件費を抑制する。 

また、健（検）診終了後は追加健（検）診等の要望収集を行い、さらに受診者

の増加を図る。 

（２）長野・伊那両健康センターや各種施設の会議室等を健（検）診会場として、小

規模事業所や未受診者等に来所を依頼し実施する「来所型健診」をさらに推進

し、受診機会の提供と経費節減による費用対効果の向上を念頭においた実施に努

める。 

 なお、南信地域は伊那健康センター健診課を拠点として、地域に密着した渉外

活動等を進めるとともに、申込者個々への受診勧奨等を市町村と協議のうえ推

進・協力し受診率の向上を目指す。 

（３）健(検)診に携わる医師の慢性的な不足や高齢化の状況にあることから、長野

県、大学、医師会等の関係機関からの情報を得て、新たな医師の確保に努めると

ともに、事業団医師を効率よく配置するなど、医師不足の解消に取り組む。 

（４）受診者の目線に立ち、気持ちに寄り添った気配りへの接遇改善を目指し職員教

育を実施する。事業団内部の研修や関係団体の実施する研修にも計画的に参加し

職員のスキルアップを図る。 

また、施設・設備の整備に努め、魅力的な受診環境づくりにより、再び受診い
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ただけるよう取り組む。 

（５）2024年度から開始の第４期特定健康診査に対応し、2023年度からの第２期循環

器病対策推進計画に協力すべく、詳細検査（眼底・心電図・クレアチニン）の全

員実施への提案を、引き続き実施する。 

また、市町村国保の特定健康診査から外れる協会けんぽ等、他の医療保険者所

属の住民（被扶養者等）への受診機会確保について、市町村及び保険者協議会等

への協力要請と対応調整を進めるとともに、受診者に対し受診勧奨を目的とした

チラシ等を同封し、受診拡大に努める。 

後期高齢者医療広域連合に協力し、後期高齢者特定健康診査集合契約のデータ

処理を行う。 

（６）長野県が設置する「長野県がん検診検討委員会」や長野県医師会及び事業団内

に設置された専門医等による各種委員会での検討や指導を受け、健（検）診精度

の維持向上と事業の円滑な実施に努める。 

   また、各がん検診の「事業評価のためのチェックリスト」に沿った精度管

理と事業評価を進めるとともに、精密検査受診率の向上を目指した取組みを

市町村、事業所及び健保と協力して実施する。 

（７）胸部検診は、国のがん検診指針および最新の科学的知見を踏まえ実施するとと

もに、読影補助システムを活用し、読影精度の向上を図る。 

また、読影医師やメーカーとの情報交換を継続してシステム運用の改善を進め、

胸部検診全体の精度向上および肺がんの早期発見につなげる。 

（８）肺がんＣＴ検診は、長野県医師会の「肺がん検診委員会」の指導のもと、

国の肺がん検診ガイドラインを踏まえ、早期発見における有効性やこれまで

の実績を市町村、郡市医師会等へ積極的に周知する。 

検診に対する理解の浸透を図ることで、肺がんＣＴ検診の実施拡大を推進

し、肺がんの発見率向上および死亡率低減に寄与することを目指す。 

（９）胃がん検診は、バリウムによるＸ線検査の受診者数減少が続いていること

から、適正な検診車の保有台数を見極めながら、実施主体に対して計画の効

率化、平準化に協力を求め、検診車を効率的に配置する。 

（10）大腸がん検診は、胃がん検診の受診者数減少に伴う日程の圧縮により、受診機

会が減少しているため、他の各種健（検）診とのセット検診や大腸がん検診単独

での実施により受診機会を増やし、大腸がんに関する受診者への情報提供にも力
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を入れて受診者の増加を図る。 

（11）乳がん検診は、完全予約制で受診率100％のマンモグラフィ検査と同様に超音

波検査でも受診予約者受診率が100％となるよう、実施主体に協力を依頼する。 

また、乳房超音波検査では、腹部超音波検査等と共用使用する検査装置１台搭

載の検診車を作成し、検診車の有効活用を図る。 

（12）子宮頸がん検診は、国の指針に「ＨＰＶ検査単独法（30歳以上60歳以下、５年

に１回）が追加されたことから、実施の方法や実施計画などの検討を進める。 

なお、事業所では受診の機会を活かしてもらえるよう働きかけを行い、20歳代

など若い世代層の受診拡大を図る。 

（13）前立腺がん検診（前立腺特異抗原ＰＳＡ検査）は、がん発見率が高く、血液に

よる簡便な検査であることから、近年罹患者数が増えている状況下、特定健康診

査及び定期健康診断時の追加実施を積極的に勧め、受診の拡大、早期発見・早期

治療の推進に努める。 

（14）労働安全衛生法に基づく、医師、保健師等による労働者の心理的負担の程度を

把握するための検査である「ストレスチェック」を事業所から受託し受検拡大に

努める。基本的には、事業団で健（検）診を実施している実施主体からの受託と

し、健(検)診拡大に繋げる。 

（15）事業所に対しては、健診から保健指導・ストレスチェックまでの一貫した健康

診査や女性のがん検診も対応可能な総合力を踏まえ、積極的な渉外活動を通じて

新規顧客を開拓し受診者の拡大に努める。 

（16）個人情報保護マネジメントシステムに基づき、個人情報の取扱い・管理体制の

充実強化を推進するとともに、危機管理体制の充実と意識の高揚を図り、健診等

における事故の防止を図る。 

（17）関係機関の協力を得て読影・判定処理の日数短縮等を行い、実施から結果通知

までの所要日数の短縮に一層努める。 

（18）検診実施主体、医療機関、長野県医師会等の協力を得て、各種がん検診による

発見がん症例の追跡調査、確定がん患者の予後調査を実施し、国が定める精度管

理指標を元に検診精度の把握、維持向上に努める。 

（19）主な機器整備 

・心電計（更新） 

・無散瞳眼底カメラ（更新） 
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・読影端末及びSUMMITSⅡ処理用端末（更新） 

（20）施設健診及び巡回健診の統合システムの利便性を活かした確実な運用を進め、

受診者及び市町村・事業所各担当者への迅速かつ正確な報告に努める。 

 （21）国の「生涯を通じた歯科健診」の方向性を踏まえ、全身の健康と深く関連す

る歯周病の早期発見・重症化予防を図るため、唾液潜血検査と問診を用いた歯周

病スクリーニング検診を新たに実施する。 

特定健診・一般健康診断・がん検診等の既存健診導線に組み込むことで、受診

者の負担を増やさずに口腔保健対策を強化し、医療・介護費の抑制および健康寿

命の延伸に寄与することを目指す。 

 

2026年度 健（検）診事業計画人員                       （人） 

区  分 2026年度計画 2025年度見込 2024年度実績 

 1）結核検診 ９５，２５１ ９９，２０３ １０２，２４８ 

 2）肺がん検診 ８６，２１２ ８５，１０８ ８８，０３８ 

  Ｘ線検査 ７１，８１７ ７０，９５０ ７２，６９２ 

 ＣＴ検査 １４，３９５ １４，１５８ １４，７４６ 

 3）特定健康診査 ２３，７２７ ２３，７４６ ２３，８０５ 

 4) 前立腺がん検診 １４，８０７ １４，８２２ １４，２９０ 

 5) 学校心臓検診 ２９，０１４ ２９，０３１ ２９，９８２ 

 6）定期健康診断 ７０，１６１ ７０，１６７ ７１，６６４ 

7）胃がん検診 ２８，８２６ ２９，９６３ ３０，１９７ 

 8）大腸がん検診   ８９，２２２ ８６，６７５ ８７，４８１ 

9）乳がん検診 ３７，３０５ ３７，３１２ ３８，４５３ 

  視触診・超音波検査 ５０ ５０ ４８ 

 超音波単独検査 １６，７０３ １７，３０３ １７，５６１ 

 マンモグラフィ検査 ２０，５５２ １９，９５９ ２０，８４４ 

10）子宮頸がん検診 １３，８２４ １２，８６８ １３，４０４ 

11）骨健診 ４，６３６ ４，７３１ ４，１８９ 

12）ストレスチェック ７，２１０ ７，７０６ ７，２０５ 

合  計 ５００，１９５ ５０１，３３２ ５１０，９５６ 
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２ 情報処理等事業 

（１）特定健康診査（施設健診分）結果処理等 

   特定健康診査等の受診券作成や、長野県医師会と長野県保険者協議会が集合契

約により実施する特定健康診査、郡市医師会と市町村国保が契約して実施する特

定健康診査等の結果処理及び健診費用の決済申請等の業務を郡市医師会・市町村

国保から受託する。 

 

2026年度 費用決済申請等受託事業計画件数              （件） 

区  分 2026年度計画 2025年度見込 2024年度実績 

受託件数 ５７ ５７ ５７ 

処理件数 ８０，５００ ８０，４７８ ８２，２１９ 

 

（２）医療機関等実施検診結果処理 

医療機関等施設において実施した乳がん検診、子宮がん検診及びドック健診の

データ処理、結果通知の作成及び集計等の業務を市町村・事業所から受託する。 

また、2018年度から開始した胃内視鏡検診のデータ処理は、計16市町村から受

託する。 

 

2026年度 結果処理等受託事業計画件数                （件）  

区  分 2026年度計画 2025年度見込 2024年度実績 

乳がん検診 １３，９７０ １３，５１０ １４，０６７ 

 
視触診・超音波検査 ７，０５０ ６，８３０ ７，４２１ 

マンモグラフィ検査 ６，９２０ ６，６８０ ６，６４６ 

子宮がん検診 ２９，１７０ ２８，８５０ ２８，１８９ 

ドック健診 １１，７００ １１，７００ １０，０１６ 

 
ドック処理 ７，９００ ７，９００ ６，６４９ 

データ作成 ３，８００  ３，８００ ３，３６７ 

胃内視鏡検診 ４，６００   ４，５２８ ４，３２５ 

合 計 ５９，４４０ ５８，５８８ ５６，５９７ 
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３ 長野・伊那健康センターにおける健診事業等 

  健康センターでは生活習慣病予防健診、日帰り人間ドック等の施設健診事業等を

実施する。 

（１）健康センターは、受診者目線に立った満足度の高い施設健診を次のとおり実施

する。 

ア 受診者のニーズに応じた健診コースの新設及び既存コースの改善を行い、有

用性の高い検査の導入を進める。 

2025年度から実施している「推定1日食塩摂取量検査」においては、受診者

が自身の食塩摂取状況を把握し、生活習慣の改善につなげられるよう引き続き

積極的に提供する。 

イ 受診者の信頼を得る精度の高い健診を目指し、人間ドック施設機能評価認定

施設としての精度を維持する。 

ウ 受診者が主体的に健康維持に取り組んでいけるように、わかりやすい説明や

指導等を工夫する。 

エ 健診コース等の検証を行い、次世代のドック健診を探求する。 

オ 巡回健診受診者、他事業所の健診受診者を含め、労災二次健診該当者を積極

的に受入れる。 

（２）健康診断情報から得られる知見の活用に努め、大学・研究機関と相互に役割を

補完した調査研究を実施することにより、県民の健康管理に役立つ情報を発信す

る。 

（３）受診者数の増加を目指すとともに増収を図る。 

ア 午前または午後の受診者枠を増やす。 

イ １日に数件発生している直近のキャンセルを減らすために実施している、受

診予定者への受診日１週間前の連絡（メール）を継続する。 

ウ 業務負担軽減効果もあるWEB予約システムでの予約を、現在の公立学校共済

組合以外にも順次拡大、受診者の利便性を高める。 

  エ 随時、積極的な渉外活動を行う。 

  オ 伊那健康センターでは、下肢の不自由な受診者の利便性を図るために、「昇

降機」を設置したことから、高齢者にも優しい健診施設として積極的な渉外活

動を行う。 

（４）長野健康センター診療所では週３日間、予約制で診療を行う。また、健診受診
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者の生活習慣関連疾患のフォローアップと、乳がん検診や甲状腺疾患の精密検査

およびフォローアップを実施する。 

（５）主な機器整備 

  ア 長野健康センター 

乳房エックス線装置、肺ＣＴエックス線制御装置、口腔内観察ライト等 

イ 伊那健康センター 

血圧脈波検査装置、解析付心電計、生物顕微鏡 

2026年度 健診事業計画人員                      （人） 

区  分 2026年度計画 2025年度見込 2024年度実績 

生活習慣病予防健診 ２，５５０ ２，４９４ ２，５４６ 

日帰り人間ドック健診（メンズドック含む） ４，８５０ ４，３２５ ４，３１１ 

レディース・女性ドック健診 １１０ １００ １０２ 

特定健康診査 ２，７１５ ２，７１５ ２，１５３ 

全国健康保険協会生活習慣病予防健診 ５，１００ ５，２２９ ５，５０９ 

定期健康診断 ５，８３０ ５，７５７ ５，５７２ 

合 計 ２１，１５５ ２０，６２０ ２０，１９３ 

 

Ⅲ 健康増進事業 

１ 特定保健指導事業 

（１）医療保険者からの委託により、支援対象者に対して特定保健指導を実施するた

め、保健師、管理栄養士が生活習慣全般の具体的な改善計画を立案し、生活習慣

病の重症化を予防するための支援を行う。 

（２）長野・伊那健康センターで受診した特定保健指導対象者に対する保健指導の当

日実施を拡大する。 

（３）長野を拠点として特定保健指導を実施しているが、支援対象者の利便性や費用

対効果を十分検討し、拠点の最適化を図る。 

（４）第４期特定保健指導に対応したクラウドシステムを活用し、効率的に保健指導

を行ない、支援対象者が利用し易くなるよう多様な方法で対応する。 
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2026年度 特定保健指導計画人員                   （人） 

区     分 2026年度計画  2025年度見込 2024年度実績 

動機づけ支援 ６２５ ６４３ ６４８ 

積極的支援 ※1 ８７４ ８８３ ８９２ 

合 計 １，４９９ １５２６ １５４０ 

受託団体数 １６ １６ １６ 

※1 積極的支援に初回支援のみの契約を含む。 

 

２ 健康増進事業 

（１）市町村、事業所の健診後の事後指導により、生活習慣、食生活及び運動習慣改

善のアドバイスを行い、健康の保持増進を図るように支援する。 

（２）市町村、事業所等の各種健康増進事業に保健師、管理栄養士、健康運動指導士

を派遣し、地域や職域の健康づくりを支援する。 

（３）事業所や自治体組織等が行う健康増進活動に協力する。 

（４）従業員の心身の健康を守り、働きやすい職場環境を整えることで、意欲や業務

効率の向上を図るため、健康経営優良法人の取得を支援する。 

 

Ⅳ 役員会・事業運営対応 

１ 役員会 

  事業団の事業計画・予算、事業報告・決算等に関して審議を行うため、以下の会

議を開催する。 

  理事会 年２回  評議員会 年１回  監査 年１回 

 

２ 収支改善対策の推進 

  短期事業計画に沿って事業を進めるとともに実施した事業の検証を行い、今後の

事業の推進に活かし収支改善を図る。 

また、基幹事業である健診業務の人員確保及び事業の効率化を図るとともに、受

診者の目線に立った、受診者満足度の高い健診を追求し、信頼される健診機関とし

て将来にわたって事業継続が可能な収益体質を確立する。 
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３ 個人情報保護管理対応 

  健診受診者の情報をはじめとする膨大な個人情報を取り扱う事業者として、個人

情報の取扱いとセキュリティ管理に万全を期すため、保護管理体制・業務内容の見

直し改善、職員教育、内部監査等を推進し、健診機関としての自覚と責任を持ち、

健（検）診実施主体、受診者、関係機関等からの信頼度の向上に努める。 

また、個人番号（マイナンバー）の取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえ

た安全管理措置を構築し、個人番号を含む個人情報の漏洩・紛失を防ぐため安全管

理に努める。 

なお、2026年度には10回目の更新審査を迎えるが、今後も引き続き認定を堅持す

るため、常にセキュリティレベルの向上を図りつつ、個人情報の漏洩防止に組織的

に取り組む。 

 

４ 公益法人としての対応 

 主たる公益目的事業の健診事業では、県民の健康づくりに寄与するために精度

の高い健診と、より質の高いサービスを提供すること、普及啓発事業では、公益

財団法人結核予防会長野県支部及び公益財団法人日本対がん協会のグループ提携

団体の立場からその役割を認識し、正しい知識や新しい情報等を発信することに

より、公益法人としての役割と信頼を将来にわたり果たしていく。 

 

５ 中央本部団体との連携 

  公益財団法人結核予防会、公益財団法人日本対がん協会の行う事業に協力すると

ともに、関係行事、会議等に出席し、各都道府県支部等との情報交換を通じて事業

運営に努める。 

 

６ 職員の研修と育成 

  学術研究・技術研修の推進、事業関連学会や各種研修会等への積極的な参加によ

り、健（検）診精度の向上、撮影、検査並びに保健指導等の技術向上、接遇、安全

管理等の徹底を図る。 

新たに職員教育・指導などの育成制度に従い、「無理、漏れ、欠け、無駄」のな

い育成計画に沿って、時間とコストを短縮しながらより効果的に必要な人材を育成
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する。 

また、人事評価を６月と12月に行い、育成の内容を評価したものを教育・指導に

フィードバックすることにより的確な教育・指導を確立し活力ある人材を育成す

る。 

 


